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 はじめに

日頃から介護保険行政の推進にご協力いただきありがとうございます。

お伝えする内容は、令和６年度制度改正の主な変更点です。

制度改正の詳細については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。

また、具体的な手続きなど、本市からお伝えしたい内容については、松山市

ホームページに掲載しますので、定期的にご確認ください。

それらを確認した上で、実務上の疑義が生じた場合には、市ホームページに

掲載している様式「令和６年度介護報酬改定等に係る質問票」によりＦＡＸ

又はメールでご照会ください。

必要に応じて国にも確認の上、回答させていただきます。

各事業者におかれましては、人員、設備、運営に関する各基準や加算の算定
要件等を十分ご確認いただき、適正な介護事業の運営を行っていただくよう
お願いします。



１．介護サービス基準の改正について
介護サービス等の人員、設備、運営等に関する基準は、厚生労働省令で定める基準に

基づき、都道府県又は市町村の条例で定めることとされています。
このたび、基準となる厚生労働省令が改正されたことに伴い、本市の条例も改正しま

したので、主な変更点をお知らせします。

なお、これまでは厚生労働省令の規定を条例に書き写す方式で規定していましたが、
今回の改正を機に、本市独自の基準を除いて、省令の規定のとおりとする方式に変更し
ました。（本市の独自基準はこれまでと変更ありません。）

そのため、介護サービス基準の改正の詳細については、厚生労働省令とその関連通知
をご確認ください。

★新基準の施行日

➣令和６年６月１日施行・・・訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、
居宅療養管理指導

➣令和６年４月１日施行・・・上記以外のサービス



【令和３年度制度改正の経過措置の終了について①】
※令和６年４月１日～義務化

 勤務体制の確保

・無資格者に対し認知症介護基礎研修の受講措置

（新たに採用した従業者に対しては、採用後１年間の猶予期間を設ける）

 衛生管理（感染症対策）

・定期的な委員会の開催

・指針の整備、研修や訓練を定期的に実施

（施設サービスは従来の対応に加え、訓練が義務化）



 業務継続計画の策定等 【居宅療養管理指導は、経過措置を３年間延長】

・感染症、非常災害に対する業務継続計画の策定

・計画の周知、研修や訓練を定期的に実施

・定期的な計画の見直し

【令和３年度制度改正の経過措置の終了について②】
※令和６年４月１日～義務化 ＆ 未実施減算あり

★業務継続計画未実施減算（新設） 【居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く】

感染症と非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合

➣施設・居住系サービス・・・所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算

➣上記以外のサービス・・・・所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※令和7年3月31日までの間、感染症の予防のための指針の整備及び非常災害対策計画の策定をしている場合は、減算
を適用しない。同日までの間、訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援は、減算を適用しない。



 虐待の防止のための措置 【居宅療養管理指導は、経過措置を３年間延長】

・定期的な委員会の開催

・指針の整備、研修を定期的に実施、担当者の設置

★高齢者虐待防止措置未実施減算（新設） 【居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く】

上記の虐待の防止のための措置が講じられていない場合

➣所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 （福祉用具貸与は３年間の経過措置あり）

⇒虐待の防止のための措置については、運営規程及び重要事項説明書にも掲載を！

【運営規程への掲載例】
（虐待の防止のための措置）
第○条 事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講ずる。
一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）
を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。

二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

２ 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等利用者を現に養護する者）による虐待を
受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。



 栄養管理（施設サービス）

・栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして実施

・管理栄養士が計画的に行うこと。栄養士のみが配置されている施設や

栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設については、

併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこと。

★栄養管理に係る減算（経過措置終了）

「基準省令に定める員数の栄養士又は管理栄養士を置いていない場合」又は
「基準省令に規定する栄養管理が行われていない場合」

➣１日につき１４単位を所定単位数から減算



【令和６年度 介護サービス基準の改正について】

◎「書面掲示」規制の見直し 【全サービス】

＜現 行＞

事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での
「書面掲示」を求めつつ、備え付けの書面（紙ファイル等）又は電磁的記録の供覧
により、代替できることとなっている。

＜改正後＞ ※令和７年度から義務付け

上記の「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、
原則として重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情報公表システム）

に掲載・公表しなければならないこととする。



◎身体拘束等の適正化の推進

対象サービス 改正内容

・訪問系サービス
・通所系サービス
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・居宅介護支援

①サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は
身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他
利用者の行動を制限する行為（身体的拘束等）を行ってはならない。

②身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

・短期入所系サービス
・多機能系サービス（複合
型サービス）

現行の対応（上記①②）に加え、次の措置を講じなければならない。
①身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等
を活用して行うことができる。)を３月に１回以上開催するとともに、
その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

②身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
③介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を
定期的に実施すること。

★身体拘束廃止未実施減算（新設）

上記①～③の措置が行われていない場合
➣所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（１年間の経過措置あり）



◎外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

◎ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化



◎管理者の責務及び兼務範囲の明確化 【全サービス】

①管理者の責務

⇒利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、
職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うこと。

②管理者が兼務できる他の事業所の範囲

＜現 行＞

同一敷地内又は道路を隔てて隣接するなど、特に当該事業所の管理業務に支障がない

と認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の

管理者又は従業者としての職務に従事する場合

＜改正後＞

管理者としての責務（上記①）を果たせる場合には、同一敷地内等の事業所でなくても、

同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての

職務に従事することができる（ただし、過剰な兼務や業務に支障がある場合は不可）。



◎居宅介護支援事業者が介護予防支援を行う場合の取扱い



◎他のサービス事業所との連携によるモニタリング



◎医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化

＜運営基準＞

医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問（通所）リハビリテー
ション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係る
リハビリテーションの情報を把握しなければならない。



◎協力医療機関との連携体制の構築①



４

◎協力医療機関との連携体制の構築②

◎新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携



４

◎介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し



◎利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会の設置の義務付け

＜関係通知（抜粋）＞

➣本委員会は、管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましく、各事業所の状況に応じ、必要な
構成メンバーを検討すること。なお、生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えない。

➣本委員会は、 定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度については、本委員会の開催が形骸化することがないよ
う留意した上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決めることが望ましい。

➣本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支援課「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライ
ン」等を参考に取組を進めることが望ましい。（テレビ電話装置等を活用して開催することも可）。

➣本委員会は、他に事業運営に関する会議（事故発生の防止のための委員会等）を開催している場合、これと一体的に設置・
運営することとして差し支えない。本委員会は事業所毎に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等に
より行うことも差し支えない。

➣委員会の名称について、法令では「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す
るための委員会」と規定されたところであるが、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方
策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる委員会の名称を用いても差し支えない。





【入浴介助加算の見直し】



【入浴介助加算の見直し②】



【個別機能訓練加算の見直し】



【個別機能訓練加算の見直し②】



【リハビリテーションマネジメント加算（通所リハビリテーション）】



【リハビリテーションマネジメント加算（訪問リハビリテーション）】



【介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価】



27

【運動器機能向上加算の基本報酬への包括化（介護予防通所リハビリテーション）】



【入院時情報連携加算の見直し（居宅介護支援）】



【公正中立性の確保のための取組の見直し（居宅介護支援）】



【介護支援専門員１人当たりの取扱件数（居宅介護支援）】





【同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント（居宅介護支援）】



【居宅介護支援における特定事業所加算の見直し】



【訪問介護における特定事業所加算の見直し】



【訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し】



【円滑な在宅移行に向けた看護師による退院当日訪問の推進（訪問看護）】



【理学療法士等による訪問看護の評価の見直し】



38

【短期入所生活介護における長期利用の適正化（（介護予防）短期入所生活介護）】



39

【特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化（（介護予防）特定施設入居者生活介護））】



【福祉用具に係る取り扱いについて】

○貸与と販売の選択制の導入

・福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、要介護度に関係なく給付が可能な

福祉用具のうち、固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえを除く）及び多点杖を

対象に、貸与と販売の選択制を導入する。

○モニタリング実施時期の明確化

・福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点から、福祉用具貸与計画

の記載事項にモニタリングの実施時期を追加する。

○モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付

・福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、モニタリングの結果を記録し、

介護支援専門員に交付する。

○福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応

・福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会において取りまとめられた対応の方向性を踏まえ、安全利用の

促進、サービスの質の向上及び給付の適正化の観点から、福祉用具に係る事故情報のインターネット公表、

福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し、福祉用具の選定の判断基準の見直しや自治体向けの

点検マニュアルの作成等の対応を行う。



【総合マネジメント体制強化加算の見直し】



【総合マネジメント体制強化加算の見直し②】



【生産性向上推進体制加算の新設】



【生産性向上推進体制加算の新設②】



【医療連携体制加算の見直し】



【認知症加算の見直し】



47

【アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し】



【褥瘡マネジメント加算等の見直し】



【介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進】
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【介護保険施設における口腔衛生管理の強化】



51

【再入所時栄養連携加算の対象の見直し】



52

【短期集中リハビリテーション実施加算の見直し（介護老人保健施設）】



53

【介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の促進（介護老人保健施設）】



54

【科学的介護推進体制加算の見直し】



〇介護現場で働く方々にとって、令和６年度に 2.5 ％、令和７年度に 2.0 ％のベースアップへと確実につながるよう加算率の引上げ
を行う。
〇介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、介
護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及
び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
※一本化後の加算については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所
内での柔軟な職種間配分を認める。
※令和６年度末までの経過措置期間を設け、加算率並びに月額賃金改善要件及び職場環境等要件に関する激変緩和措置を講じる。

概要

【介護職員等処遇改善加算等について】



【申請等に係る提出物の提出期限について】

※各提出様式や詳細は、松山市HPをご確認ください。
※提出様式は各年度で違います。必ず該当年度の様式をご利用ください。

提出書類 提出期限

処遇改善計画書 ４月１５日（月曜日）

体制届出

（体制等状況一覧表）

・現行３加算（４月・５月分）は、４月１５日（月曜日）

※令和５年度中に現行３加算を算定していて、加算区分に変更が

ない場合は提出不要。

・新加算（６月以降分）は、「居宅系」５月15日（水曜日）、

「施設系」６月１日（土曜日）
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